
契約情報の公開 

  委託者は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表に関す 

る要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等）のす 

べて及び契約金額が２５０万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。 

①公表項目 

   契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・ 

委託・物品等の区分別）、契約相手方の名称、契約金額 

②公表時期及び手法 

   決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により 

公表する。 

    なお、公表の趣旨にご賛同いただけない場合は、契約締結後１４日以内に文 

書にて同意しない旨、申し出ることができる。 

 


